
資料１
平成２８年度社会教育関係団体への補助金の支出（案）

補助金件名 団体名
平成27年度

　補助金額(円)
平成28年度
補助金額(円)

担当課

ＰＴＡ連絡協議会補助金 柏市ＰＴＡ連絡協議会 940,000 940,000 生涯学習課

青少年相談員活動費補助金 柏市青少年相談員連絡協議会 3,391,000 3,391,000 生涯学習課

青少年健全育成推進連絡協議会補助金 柏市青少年健全育成推進連絡協議会 2,408,000 2,408,000 生涯学習課

子ども会育成連絡協議会補助金 柏市子ども会育成連絡協議会 1,534,000 1,134,000 生涯学習課

スカウト連絡会補助金 柏市スカウト連絡協議会 262,000 262,000 生涯学習課

少年野球連盟活動費補助金 柏市少年野球連盟 289,000 289,000 生涯学習課

合計額 8,824,000 8,424,000 

柏市芸術文化活動補助金 柏市文化連盟 456,000 456,000 文化課

柏市芸術文化活動補助金 柏市合唱連盟 121,000 121,000 文化課

柏市芸術文化活動補助金 柏交響楽団 121,000 121,000 文化課

柏市芸術文化活動補助金 柏市民吹奏楽団 121,000 121,000 文化課

柏市芸術文化活動補助金 柏ジュニアストリングオーケストラ 121,000 121,000 文化課

合計額 940,000 940,000 

体育協会補助金 柏市体育協会 5,720,000 5,720,000 スポーツ課

家庭婦人スポーツ協会補助金 柏市家庭婦人スポーツ協会 478,000 478,000 スポーツ課

スポーツ少年団補助金 柏市スポーツ少年団 1,137,000 1,137,000 スポーツ課

スポーツ推進委員協議会補助金 柏市スポーツ推進委員協議会 1,200,000 1,262,000 スポーツ課

総合型地域スポーツクラブ補助金 フットボールアカデミー 200,000 0 スポーツ課

生涯スポーツ育成団体補助金 柏市インディアカ協会 47,000 44,000 スポーツ課

生涯スポーツ育成団体補助金 柏市グラウンド・ゴルフ協会 47,000 44,000 スポーツ課

生涯スポーツ育成団体補助金 柏市ショートテニス協会 47,000 44,000 スポーツ課

生涯スポーツ育成団体補助金 柏市ターゲット・バードゴルフ協会 47,000 44,000 スポーツ課

生涯スポーツ育成団体補助金 柏市レクリエーション協会 47,000 44,000 スポーツ課

生涯スポーツ育成団体補助金 柏市ソフトバレーボール協会 47,000 44,000 スポーツ課

合計額 9,017,000 8,861,000 

少年補導委員連絡協議会補助金 柏市少年補導委員連絡協議会 513,000 461,000 少年補導センター

合計額 513,000 461,000 
※各団体の事業関係予算等により，補助金額の変更が有り得ます。

【社会教育法】

　　（社会教育関係団体の定義）
　第十条　この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

　　（審議会等への諮問）
　第十三条　国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律
　　第百二十号）第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。）で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議（社会教育委員が置
　　かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事を調査審議する審議会その他の合議制の機関）の意見を聴いて行わなければならない。
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